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様式第 1号 

 

 

会 議 録 

 

 

会議の名称 令和４年度 第３回社会教育委員会議 

開催日時 令和５年３月２７日（月）午後３時～午後４時３０分 

開催場所 所沢市役所７階研修室 

出席者の氏名 別紙のとおり 

欠席者の氏名 別紙のとおり 

説明者の職・氏名  

議 事 

 

（１） 社会教育関係団体の補助金について 

（２） 公民館運営審議会の答申（案）について 

（３） その他 

 

会 議 資 料 資料１：令和５年度社会教育関係団体（補助金交付団体）一覧 

資料２：所沢市公民館運営審議会（答申案）  

その他資料１：第２８回入間地区生涯学習フォーラム 開催要項 

その他資料２：第７０回所沢市子ども写生大会チラシ 

その他資料３：令和４年度第７６回所沢市二十歳のつどい出席者数 

 

担 当 部 課 名 

 

教育長 中島 秀行、教育総務部長 千葉 裕之、教育総務部次長 皆川 

博幸、スポーツ振興課長 廣谷 貴紀、文化財保護課長 稲田 里織、生

涯学習推進センター所長 酒井 忠夫、所沢図書館長 古田 晃一 

 

教育総務部社会教育課 

社会教育担当参事 吉田 謙治、主査 金田 俊一、主査 宮岡 さやか、

主任 高橋 幸大 

 

教育総務部社会教育課  電話 ０４（２９９８）９２４２ 

 

 



選出根拠※ 氏　　名 備　　　　考 出欠席

学校教育
関係者 岩間

いわま

　健一
けんいち 所沢市立小中学校校長会

（所沢中学校校長）
×

学校教育
関係者 石

いしみね

嶺　雄大
ゆうだい 所沢市幼児教育振興協議会

（美原幼稚園 園長）
×

社会教育
関係者 加藤

か と う

　市男
い ち お 所沢市公民館運営審議会

民生・児童委員
○

社会教育
関係者 難波

なんば

　裕之
ひろゆき

所沢こどもルネサンス実行委員会 ○

社会教育
関係者 竹内　聡子

た け う ち さ と こ 所沢市スカウト協議会
（ガールスカウト埼玉県第３６団） ×

社会教育・
家庭教育
関係者

針生
はりゅう

　清美
きよみ

柳瀬小学校図書ボランティア代表
柳瀬公民館保育スタッフ
柳瀬荘黄林閣（国重要文化財）管理人

○

社会教育
関係者 小沢

おざわ

　貞泰
さだやす (元）北秋津小学校区　心豊かな子どもを育てる学

校と地域づくり連絡会議　北秋津ネット　議長 ○

社会教育
関係者 小松

こまつ

　扶美子
ふみこ 所沢市連合婦人会

会長
○

社会教育・
家庭教育
関係者

古山
こやま

　智啓
ともひろ 所沢市ＰＴＡ連合会

会長
○

社会教育・
家庭教育
関係者

小林
こばやし

　ヒデ子
  こ 民生・児童委員

人権擁護委員
○

社会教育
関係者 須藤

すどう

　とく子
こ 人権擁護委員

（元市内小学校長）
○

学識経験者 鹿
しか

戸
と

　一範
かずのり 秋草学園短期大学

准教授
○

学識経験者 扇
おおぎはら

原　淳
あつし 早稲田大学人間科学学術院

教授 ○

学識経験者 平塚　俊夫
ひらつか　としお

元市内中学校長 ○

学識経験者 関
せき

　直規
なおき

東洋大学文学部　教育学科教授 ×

※選出根拠＝所沢市社会教育委員条例第２条 　　　　　令和4年9月1日現在

所沢市社会教育委員会議出欠一覧
令和５年３月２７日（月）午後３時から　市役所７階研修室
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発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

委員 

 

 

 

議長 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

委員 

 

 

 

【１ 開会】 

  

【２ あいさつ】 

《教育長・議長があいさつを行った後、議長の進行により協議に入った。》 

 

【３ 議事】 

（１）社会教育関係団体の補助金について 

事務局より説明をお願いしたい。 

 

所沢市教育委員会では、各社会教育関係団体の補助金交付要綱に基づき、

青少年教育・成人教育など、社会教育への貢献が期待できる社会教育関係団

体に対して補助金を交付し、活動を支援している。来年度も社会教育推進の

ため、市民と協働して社会教育の振興に努めていきたいと考えている。 

社会教育法第１３条の「社会教育関係団体に対し補助金を交付する場合に

は、社会教育委員会議の意見を聴いて行わなければならない」との定めに基

づき、来年度の補助金に関して、各団体に交付する前に審議をお願いしたい。 

来年度の社会教育関係団体に対する補助金については１１団体である。な

お、社会体育に対する補助金については、スポーツ基本法の規定により、ス

ポーツ推進審議会において審議することとなっており除外している。 

 

このことについて、質問や意見、感想等はあるか。 

 

「所沢こどもルネサンス」は大幅な縮小はなくほぼ実施できた。Googleフ

ォームを活用した申込みを今年度初めて行った。公民館等の公共施設におけ

る Wi－Fi環境の整備等が望まれる。 

 

２月の生涯学習フォーラムでも公民館等の Wi－Fi 環境について話題にな

った。 

 

議会でも公共施設の Wi－Fi 環境について質問があった。全庁的な課題と

して認識している。 

 

目的・活動内容等については問題ないと思う。社会教育関係団体というの

は新規で申請があった場合は認められるのか。また、例年同じ団体が記載さ

れており既得権益化されているように見受けられるが、補助金には年限や継

続の条件はあるのか。 
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社会教育担当参事 

 

 

 

 

委員 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

委員 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

新たに補助金交付にふさわしい社会教育関連団体があれば、団体ごとに議

論をしていく。補助金の交付については、庁内の補助金交付に関する会議で

審議されている。対象団体としてふさわしいか、金額は適当か等を教育委員

会以外の所属も含めて審議している。 

 

新たに補助金を申請する場合の手続きを教えていただきたい。また、手続

き方法は公開されているのか。 

 

申請をもって補助金団体として認めるものではない。申し出等がある場合

に、随時協議となる。 

 

このような制度があるということが開示されていないと、新規参入できな

いと思う。助成団体が固定化されている現状は、検討の必要があると思う。  

 

いただいた意見に基づき、制度の公開等について、よりよい状態を検討し

ていく。 

 

資料の補足として、所沢市子ども写生大会実行委員会交付金について事務

局から説明する。昨年１０月２２日に３年ぶりに子ども写生大会を開催し

た。長年、会場を西武ゆうえんちとしていたが、コロナ禍での中止を経て、

今回からところざわサクラタウンと隣接の東所沢公園に会場変更となり、６

９回目として開催した。絵を描くだけでなくワークショップなどアートを楽

しむ１日「アート・プレイ・デイ」とし、写生受付に約９００人、ワークシ

ョップのみの参加者を含めると１，０００人以上の来場があった。KADOKAWA

（サクラタウン）との協力により今後も進めていきたい。 

 

他に意見等がなければ、私からお伝えをしたい。新興宗教について世間の

目が厳しくなっている。補助金の交付の際は偏りのないように配慮いただ

き、各社会教育関係団体をサポートいただきたい。 

議事（１）について他に意見等がなければ審議を終了とする。 

 

《一同了承》 

 

 

（２）公民館運営審議会の答申（案）について 

事務局より説明をお願いしたい。 
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社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

社会教育担当参事 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月２６日公民館運営審議会での諮問を受け、２回の定例会、４

回の専門部会の審議を経て、令和５年５月の定例会にて答申を予定してい

る。答申は資料２のとおり「１．公民館の変遷」「２.今、公民館に何が求め

られているのか」「３．今後の公民館の在り方の提言」の３つの章立てで構

成されており、全体を通して時代に見合った新しい公民館の在り方、その役

割をしっかりと継続してほしい旨を述べている。 

 

５月の公民館運営審議会で答申の内容が確定するという理解でよいか。 

 

そのとおり。今は最終段階の詰めをしている。 

 

このことについて質問や意見、感想等はあるか。なければ公民館運営審議

会から社会教育委員に選出されている委員から補足等をお願いしたい。 

 

今回の答申には市の組織上の課題解決のため、各地区の公民館の施設管理

運営について市長部局が行えるようになり、メリットとして業務を遂行しや

すくなるというもの。この検討の機会に、従来できなかった公民館事業のあ

り方を検討するとのことである。 

現状、世代間の交流を深める等、いろいろ課題がある。みなさまの知恵を

拝借し、より良い公民館のあり方について答申に込められればいいと思う。 

 

本日欠席の委員から答申（案）を読んでの感想意見をいただいているので、

事務局から紹介いただきたい。 

 

《委員からの意見を代読》 

（２）公民館に期待される役割と課題 ②多様な市民の利用促進について 

一元化のメリット（特に、所沢市の公民館の伝統である福祉・保健分野

との連携等）を活かし、住民のニーズに一層きめ細かく応え、従来の不参

加層の利用を促進する結果となることを期待する。 

（６）②「特定公民館の運営・事業等を社会教育の施設として実施すること

を担保する」ことについて 

一元化を懸念する声の一つに、中立性の担保措置が弱いという意見があ

る。社会教育分野は、行政の中立的運営や住民の直接参加による行政の民

主化が望ましいとされている。社会教育課と地域づくり推進課の連携を義

務付けた点は重要。社会教育が尊重してきた「知る権利」「表現の自由」

の保障、社会教育職員の専門性、地域と共にある学校づくりを実現するた
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委員 

 

 

 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

めの社会教育の役割等、所沢市が育んできた目に見えにくい教育的価値が

新しい共通理解となるように、今回の一元化の機会を活用してほしい。 

 

具体的な事例なのだが、生涯学習推進センターでコンシェルジュをしてい

る方から活動の場がないとの話があった。学んだことを地域で活かしたいが

活動の場がない方が各地区に同じようにいると思う。各公民館で歴史的文化

的な事業を実施してほしい。子どもたちにも学ぶ場を提供できるのではと考

える。 

 

答申（案）の審議の中でも、若い世代が公民館を使わないという話から情

報発信が足りないのでは、という議論があった。公民館（まちづくりセンタ

ー）側が情報を受け入れる仕組みも必要である。まとめに生かしたい。 

 

学ぶ機会が保障され、学んだことを発揮する場をつくることまでが改正さ

れた社会教育法に位置付けられていたと思う。委員の指摘は重要だと思うの

で、検討いただきたい。 

他に意見等がなければ私からお伝えしたい。公民館について方針を審議す

るタイミングについて、所沢市でコミュニティスクールが始まる今審議する

べきなのかを懸念したが、資料を読み込み、この答申は「全公民館の館長か

ら公民館運営審議会に『これからの公民館の在り方についてどうしたらいい

か』と問いかけ（諮問）があっての答え（答申）」と理解した。答申案自体

への意見ではなくても、大所高所から見て、委員の皆様が答申（案）を読ん

でどう感じているかお聞きしたい。 

また、事務局に確認したい。５月の公民館運営審議会での答申後、その後

どのように進められるのか。 

 

今回の答申や、令和４年７月に行った「市民の声を聴く会」は、公民館の

管理権限の一元化、市長部局と教育委員会で執行しているまちづくりセンタ

ー業務を一つに束ね、公民館業務を維持するために議論を重ねている中で行

ったものである。今後、答申の内容を市長部局側（市民部）に伝え、さらな

る熟考検討の後、条例等の文章化、パブリックコメント、市議会等、一つ一

つ丁寧に進めるため、結論が出るには時間がかかると予想される。 

 

公民館は社会教育施設の一つということで、これまでも公民館のことは社

会教育委員会議で議題に上がってきた。時間をかけて議論が進められるとの

ことに安心した。今後、社会教育委員等へ、一元化検討についての進捗状況、

答申の中で重要とされていることがどうなったか、市民部の職員が社会教育
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社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

についての専門的知識を得る研修機会の状況等の説明機会はあるか。 

 

公民館の役割や課題なども見えてきて、検討しているところである。検討

の進捗状況については、令和４年７月の「市民の声を聴く会」のような、市

民部の考えを説明する公開の場を設ける予定と聞いている。時期は未定であ

る。今回の検討の進捗状況を知りたいという社会教育委員の声を確実に市民

部へ伝えていく。 

 

社会教育委員は答申（案）にどのような形で意見したら良いのか、何かま

とめるのか、感想を言うのか、賛成反対を言うのか分かりにくかった。 

 

私の理解では「諮問と答申」という枠を超えたところで、社会教育委員と

して、所沢市の社会教育の基幹である公民館について議論し、議論したこと

が議事録に残っていくことが大切と考える。社会教育委員の視点での意見等

協議している。この答申（案）の文章は、「諮問と答申」の関係がわからな

いと読み解きにくい文章であり、仕組みがわかりにくい点が意見しづらい原

因と考えられる。 

 

社会教育委員全体としての意見を示すのか、個別の意見を述べるのか。 

 

社会教育委員はそれぞれが独立して活動しているので、感想でも懸念でも

いい。私が懸念したのは審議検討のタイミングだった。他の委員がどのよう

に感じたかをこの機会に発言いただきたい。 

 

感想としては、公民館は時代の変遷の中で、住民が主体的に地域で活動す

ることが求められており、講座への参加だけでなく、また高齢者だけでなく

若い人や子どもなども含めて今後について検討が必要なことが上手く書か

れていると感じた。上手く構成されている文章なので、これ以上の意見を考

えるのは困難であると感じた。 

 

色々な目線での受け止め方がある。コミュニティスクールが所沢市で始ま

っていく中で、住民たちが主体的に地域の課題をとらえて主体的に解決して

いくにあたり公民館は重要なパートナーとして位置づけられると受け止め

ている。いままでも自治会・町内会などで解決してきたもの、防犯防災など

地域の中で活動されてきたものが、コミュニティスクール等をきっかけに少

しずつ繋がっていくきっかけになる。公民館がどう関わっていくか、どうい

う位置づけになっていくか今後の議論になっていくだろうと考える。 
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社会教育担当参事 

 

 

 

議長 

 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

議長 

 

社会教育担当参事 

 

議長 

 

委員 

 

社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

また、懸念点として審議検討のタイミングの他に、公民館職員の専門性に

ついてもあげたい。次回の会議でコミュニティスクールについて協議する

が、先行して専門職員の充当（人事異動）が可能か検討してほしい。今まで

も学校評議員や学校応援団などがあるが、人づくり、人のつながりづくりに

公民館は重要な役割をはたすと考えられる。 

 

公民館運営審議会の専門部会の中でも、専門的な知識のある職員の配置に

ついて、議論の中でも強調された。今後の公民館の職員の配置については、

重要視するべきとされており、共通見解である。 

 

先行して人事に手をつけてほしい。 

また、事務局への質問として、今日の意見など懸念などがどのように反映

されるか。 

 

専門部会は終了したが、まとめの段階である。今日の会議の感想や意見は、

メール等で専門部会の委員へ伝える予定である。 

 

今日の意見や答申の内容は、教育計画や総合計画等にも反映されるのか。 

 

取り組み等必要なものはのせると考えている。 

 

「意見がこのように反映された」等、後日報告してもらえるとありがたい。 

 

一元化にあたってのリスクや課題を教えていただきたい。 

 

おおまかな説明になるが、公民館運営審議会や専門部会では「公民館が果

たしてきた役割は維持されるべき。一元化になっても公民館の良い部分は確

実に踏襲されなければならない。ただし、時代の変遷もあるので、若い人に

も分かりやすいよう今の時代に合わせつつ踏襲する」としている。「現状維

持プラスα」となるよう答申には入れ込んでいく予定である。 

 

公民館に充てる人（職員）と、上にたつ館長（センター長）が大事と考え

る。公民館利用者として、公民館（館長）によって対応や判断の異なる事例

にあたったことがある。市内複数ある公民館で、それぞれトップが判断する

点が、一元化のむずかしさ（課題）と考える。 

答申（案）には職員の専門性を高めていくと書かれている。下の職員が専

門性を高めても、トップ（館長）が、その地域の公民館のこれまでの在り方
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議長 

 

 

 

 

 

 

社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

社会教育担当参事 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

や地域性、これからどう活かしていくかを充分に考えていないと、公民館の

重要性や役割が失われてしまうと考える。 

 

きっかけは一元化だが、これまでの公民館の在り様の反省も含めて今回の

の答申（案）には様々な声が反映されている。委員の経験も生かして、答申

とは別に公民館館長に伝えてほしい。役所の出先機関という発想ではなく、

市民の最前線にいるという気概でいてもらいたい。職員も心がけているとは

思うが、市民は期待していると思う。期待されている気概を持って公民館、

まちづくりセンターで対応いただけると嬉しい。 

 

職員によって対応が異なること等は、一元化以前の問題である。センター

長会議や館長会議、担当者の会議で徹底していかなければならないと考え

る。また一方で、地区それぞれの特色もある。地域性を活かした対応とのバ

ランスのとり方等、地域性に配慮しつつ適切に対応することは今後も必要で

ある。 

 

議事（２）について他に意見等がなければ審議を終了とする。 

 

《一同了承》 

 

 

（３）その他 

事務局より説明をお願いしたい。 

 

１点目として「第２８回入間地区生涯学習フォーラムについて」は、令和

５年２月１５日にふじみ野市ステラ・イーストにて開催。 『どうする？with 

コロナの生涯学習 ～変化した生活とこれからの活動のあり方とは～』を研

修テーマとし、基調講演とパネルディスカッションが行われた。当日参加さ

れた委員に報告をお願いする。 

 

フォーラムでは、毛呂山で鎌倉街道上道が国の史跡指定となり、鎌倉街道

の講座を公民館で行ったとの話が出た。所沢にも鎌倉街道があり、生涯学習

推進センターで研究している人などを巻き込んで、子どもたちに伝えられな

いか等、事業に思いをはせた。以前は近所の人など身近な大人から地域の歴

史や過去の災害の話を聞いた。今は地域の話を聞く機会がない。地域の話を

伝える機会をつくるのが私たちの役目ではないか、と感じるフォーラムだっ

た。 
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委員 

 

 

議長 

 

その他の２点目、「所沢市子ども写生大会」について、次回大会について

説明する。（その他資料２参照） 

次回は記念すべき第７０回大会であり、今後も開催を続けていきたいと考

えている。今回も、前回と同規模（約 1,000人）かそれ以上の規模を想定。

広報ところざわ５月号の「はつらつところっこ」コーナーで実行委員長の記

事が掲載される予定である。 

 

つづいて３点目、「二十歳のつどい」について報告する。 

令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下がったが、所沢市は「成

人のつどい」から「二十歳のつどい」と名称変更し、引き続き二十歳を祝う

事業として開催を決定。今回は「二十歳のつどい」としては１回目の開催と

なった。コロナ禍で２年ほど縮小開催だったが、今年度は１部を「式典」、

２部を「つどい」とし、従来どおりの形で開催。出席率は６５．６％。前年

度とほぼ変わりない出席率となり、事業の名称が変わっても大きな混乱はな

く、多くの方から好評をいただいた。 

 

社会教育委員の中で二十歳のつどいに来賓出席された方は何人か。 

（挙手で確認） 

私は令和３年度に新所沢東地区、令和４年度は並木地区に出席した。地区

によって雰囲気が異なることを感じた。二十歳のつどいに出席した委員の中

で、感想のある方は発言いただきたい。 

 

世の中への関心がない、社会の仕組みを知るきっかけがないままきている

子が周りに多い。柳瀬地区は市議会議員が式典で挨拶する。今回はコロナ禍

をふまえての挨拶で、選挙権はタイミングがずれているせいかコロナ禍前の

ように「選挙へ行こう」という話がなかった。参加者向けに色々な行政部署

からパンプレット配布等の配布があり、大人になるにあたって知っておいた

方が良いことが伝わる内容であったが、今の子どもたちは紙ベースの情報を

見ない。LINE等もっと若者が受け入れやすい形で伝えられたらと思う。この

まま行政や社会のしくみ、公民館の使い方や活用方法を知らないまま大人に

なりそうで不安を感じた。 

 

孫世代も成人し、孫の成長を見るように面識のある子に声をかけたりし

た。中央地区は穏やかな雰囲気で、子どもたちは嬉しそうに参加していた。 

 

その他として、私から１点確認したい。 
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前任期の際に「郷土資料の保存・活用」について審議したが、その後進展

はあったか。 

 

令和４年度は、庁内検討調整会議を２回開催して協議を進めた。この会議

で整備に向けては、①資料の総量把握が必要 ②資料のデジタル化を進める

ことが必要 ③既存施設の活用の視点の３点が課題として挙げられており、

まずは、令和６年度を目途に資料デジタル化を予算化し、未整理資料も含め

たデータ化を進め、資料の総量の把握を行いながら、資料を公開することで、

収蔵施設は一部の市民のためのものではなく、多くの市民にとって必要な施

設であるという想いを共有するなど機運を高めて、収蔵施設整備につなげて

いきたいと考えている。 

 

デジタル化とは、古文書や絵画がデジタル化されるイメージか。 

 

市が所蔵する写真資料や古文書などの郷土資料である。なお、デジタル化

した資料は条件が整えば市民等が利用できるようにして、郷土資料の存在や

資料保存の重要性も周知しながら、予算につなげていきたい。 

 

以前、文化財保護課と一緒に御幸町の神輿の組み立て動画を撮影した。所

沢市の文化財の人形を神輿の上に立てる手順の分かる人が１人しか残って

いないとのことで、記録撮影の協力依頼があり関わった。所沢には良い資料

が残っている。 

 

【３ その他】 

 

《諸連絡なし》 

 

【４ 閉会】 

 

《副議長のあいさつ後、閉会となる。》 

 

《以上で終了》 

 

 


